
橋本市病院事業管理規程第４号 

 

 橋本市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程

を、別紙のとおり定める。 

 

 

令和８年１月１日 

橋本市病院事業管理者 古川 健一 

 

 



橋本市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程 

 

橋本市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(平成 18 年橋本市病院事業管理規程第 23 号)の一部を次のように改正する。な

お、改正部分は、次の表中下線又は太線の部分である。 

 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

1～3 略 1～3 略 

(処遇改善に関する特例)  

4 令和 8 年 1 月 1 日から令和 8 年 3 月 1 日までの期間に限り、第 2 条の

規定にかかわらず、次の表区分の欄に掲げる職員で令和 8 年 3 月 1 日

に在籍している者(各月の 1 日に在籍し、かつ、1 日以上勤務している

者に限る。)に対し、同表に定めるところにより手当を支給する。 

 

区分 支給区分 手当額 備考 

地方公務員法(昭和

25 年法律第 261 号)

第 3 条に規定する一

般職 

月額 7,600 円を超えない

範囲内で管理者が定

める額 
 

 

 

   

   附 則 

この規程は、公布の日から施行し、令和 8 年 1 月 1 日から適用する。 


